
Ⅲ 「新たな自己点検･評価」の仕組み

戦略的で効率的な大学経営を目指した意思決定システムの改革により、基本構想、AP、

中長期経営計画、大学中長期計画が策定され、2003年度からこれらの計画は実施段階に

移っている。次の段階で重要となるのは、計画が適切に遂行されているかの進捗状況を点

検し、そこから課題を抽出して改善へと進めていく仕組みである。〈Pl an（計画）－Do

（実施）－Check（点検・評価）－Action（改善）〉の循環過程（PDCAサイクル）の中でも、

CheckとActionを強化しなければならない。

PDCAのサイクルは大きく分けて二つある。一つは学内において年度ごとに行われる自

己点検･評価プロセスであり、もう一つは7年以内に1度受けることを義務付けられている

認証評価のプロセスである。この二つのプロセスを連動させながら、より効果的で効率的

なPDCAのプロセスを構築しなければならない。（下図参照）

本学は1991年の大学設置基準改正を機に自己点検・評価のあり方について検討を始め、

大学自己評価委員会を設けて1992年度に初めての自己点検･評価を行い、1993年に中間報

告、1994年に正式に自己点検・評価報告書『関西学院大学白書　現状・課題と今後の展

望』を刊行した。その後も、1997年、2000年、2003年と3年ごとに「白書」を刊行し、中

間の年も各部局が提出する進捗状況報告をまとめてきた。

しかし、こうした取り組みは、現状の課題を認識するうえでは効果的な取り組みであっ

たものの、改善点の確認とその実現についての点検が十分ではなく、報告書作成そのもの

が目的化し、形骸化しているとの反省がでてきた。

また、本学は1996年に大学基準協会の相互評価を受けているが、2004年に学校教育法

改正が施行され、認証評価が義務付けられることになった。このため、大学の質保証とい

う観点から自己点検・評価そのものの改革への取り組みが課題となり、2003年度に理事

長・学長の下に「大学の質保証に関するプロジェクトチーム（QAPT）」を発足させた。

約半年の協議を経て答申「『新たな自己点検・評価』の実施に向けて－第三者評価の法制

化を前に－」を作成・提出し、そこでは従来の自己点検・評価とは一線を画した「新たな
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自己点検･評価」の制度の構築を提言するとともに、PDCAサイクルの強化と社会への説

明責任を目的として掲げ、さらに以下の9つの基本方針を示したものである。

(1) 内発的で自律的な取組み

(2) 目標に即した評価

(3) 実質的な改善への結実

(4) 第三者評価への対応と連動

(5) 効率性の重視

(6) 実証の必要性

(7) 積極的な情報公開

(8) 教育活動の重視

(9) 個性の尊重と全学的な整合性

これらの方針に基づいて、大学だけでなく、学院全体でPDCAのサイクルを強化するた

めに、法人自己評価委員会、高中部自己評価委員会を新設し、大学自己評価委員会と合わ

せて3つの委員会を統括する関西学院評価推進委員会を設立した。また、その事務局とし

て評価情報分析室と、評価に関する実務を事務局とともに担う評価専門委員会を設置した。

評価専門委員は、大学評価に関して専門知識のある者や評価機関で評価者を務めた経験の

ある者を委員に任命した。（下図参照）

2005年度に「新たな自己点検･評価」を実施するにあたり、2004年度から全学的な準備

に入り、関西学院大学が独自に定めていた評価項目の全面的な見直しを行い、大学基準協

会の評価項目を基礎にして、本学独自の項目を追加する形をとった。20の大項目は、中項

目、小項目で構成されており、大項目ごとに2003年度から2010年度の大学第3次中長期計

画の期間に達成すべき目標を定めた。また、小項目ごとにできるだけ指標を設定し、自己

点検・評価に際して、目標がどの程度達成されているかについて複数の指標によって検討

できるようにすることを試みている。（下図参照）
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2005年2月からは各部局が「新たな自己点検・評価」の作業を開始し、各部局は6月に

いったん自己点検・評価を提出し、評価専門委員会と評価情報分析室でその内容点検を行

い、返却して各部局が修正・追加を行ったうえで再提出されたものを自己点検・評価報告

書として編集した。

また、指標に関するデータをウェブで見ることができる「関西学院評価指標データベー

ス」（https ://www.asp-user . jp/jmaac_kwangaku/000_index.asp）を社団法人日本能

率協会と共同で開発し、教職員のデータ閲覧を可能にするため、2005年6月に学内に開示

した。（下図参照）

なお、この評価指標データベースの開示は、自己点検・評価の提出期限間近だったため、

今回の記述においては目標の達成度を測るための指標として十分に活用されていない場

合もある。
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2006年度以降の自己点検・評価の制度・方法については、現時点では検討中であり、

本報告書を提出後、年度ごとに行う各部局の自己点検・評価によって、改善の進捗状況に

ついての報告を受け、評価推進委員会がAct ion（改善）の動きを促進させる制度を構築

し、実効性を高めていく。
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